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今般の法律改正の全体像について
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エネルギー分野のシステム改革関連法案の全体像

【電力】

【都市ガス】

【熱供給】

【規制組織】

電気事業法の改正（第３弾）による法的分離等の実施
※小売全面自由化については第２弾改正法で措置済

ガス事業法の改正による小売全面自由化等の実施

熱供給事業法の改正による料金規制の撤廃等の実施

経済産業省設置法等の改正による新たな規制組織の
創設とエネ庁からの業務の移管等

○「エネルギー基本計画」で示した「市場の垣根を外していく供給構造改革等」を推進するためには、
市場ごとの縦割型産業構造に代わる将来像を志向する制度改革を総合的・一体的に実現する
ことが不可欠。

○このため、電力の第３弾改正法案とあわせて、都市ガス、熱供給に関する制度改革を盛り込ん
だ法案を本通常国会に提出し、平成２７年（２０１５年）６月１７日に成立（同月２４日公布）。

○平成２８年（２０１６年）からの電力の小売全面自由化に先立って平成２７年（２０１５年）中に創設
が必要となる新たな規制組織の設置に関する法律（経済産業省設置法等）と併せた束ね法（予
算関連法案）としている。
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改正ガス事業法について
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小売参入の全面自由化

○現在、一般ガス事業者にしか認められていない家庭等へのガスの供給について、小売の地域独占
を撤廃し、登録を受けた事業者であればガスの小売事業への参入を可能とする。

○小売料金規制を原則撤廃。ただし、需要家保護の観点から、競争が不十分な地域には規制料金メ
ニューの提供を経過措置として義務付ける。

○また、都市ガスの小売全面自由化に併せ、簡易ガス事業（※）について許可制の下での地点独占、
料金規制を廃止し、ガス小売事業者として都市ガスの供給区域に参入することを可能にする。
（※）７０戸以上の一の団地にガスを導管で供給する事業

○小売参入全面自由化により、「一般ガス事業」や「大口ガス事業」といった区別がなくなることから、
ＬＮＧ基地事業（ガス製造事業）、ガス導管事業、ガス小売事業ごとに、それぞれ必要な規制を課す。
（ＬＮＧ基地事業は届出制、一般ガス導管事業は許可制、特定ガス導管事業は届出制、ガス小売
事業は登録制とする。）

○ ＬＮＧ基地を保有する事業者を対象に、第三者による利用を正当な理由なく拒否することを法律に
より禁止。 ※ガス会社のみならず、電力会社等が保有するＬＮＧ基地も同様。

○料金の算定方法など利用条件を約款として届出・公表することを義務付け、条件が不適当な場合
は国が変更を命令。
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① 小売参入の全面自由化

② ライセンス制の導入

③ ＬＮＧ基地の第三者利用



【現在の事業類型】 【小売全面自由化後の事業類型】

大口ガス事業
・届出制
・大口向け小売
事業

LNG基地事業（ガス製造事業）
【届出制】

一般ガス導管事業
【許可制】

ガス小売事業
【登録制】

全需要家大口小口

一般ガス事業
・許可制
・小口は地域独占
・料金は総括原価

方式で認可

ガス導管事業
・届出制

基
地
部
門

基
地
部
門

電力会社等の
ＬＮＧ基地

法
律
に
よ
る
事
業
規
制
な
し

特定ガス導管事業
【届出制】

＜参考＞小売全面自由化後の事業類型について 5

※現行のガス事業法においては、上記の事業類型のほか、
簡易ガス事業も存在。



ガス導管網の整備促進、保安の確保

○ 一般ガス導管事業者については、地域独占や料金規制を維持し、安定供給を確保。

○ 全てのガス導管事業者に、導管の相互接続に係る努力義務を課す。

○ 導管接続を促すため、国が事業者間の協議を命令・裁定できる制度を創設。

○導管網の保安及び小口需要家が保有する内管の点検・緊急保安に関する法律上の義務を、従来
の都市ガス事業者をはじめとしたガス導管事業者等に課す。保安に係る費用については、託送供
給約款等において制度的に担保し、確実に回収。

○消費機器の調査・危険発生防止の周知に関する義務を、消費者と接点の多いガス小売事業者に
課す。

○ 災害発生時も含めた、「公共の安全の維持又は災害の発生の防止」に関するガス事業者間の連
携・協力について、全てのガス事業者に義務を課す。自由化や分社後もこれまでと同様の災害対
応ができるよう、ガス導管事業者と新規参入者を含めたガス小売事業者の連携ルール等を整備す
る予定。定期的な訓練や情報共有を実施することで、円滑な緊急時対応に備える。
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④ ガス導管網の整備促進

⑤ 保安の確保



導管部門の一層の中立化

○ガス市場における活発な競争を実現する上では、ガス導管部門を中立化し、適正な対価（託送料
金）を支払った上で、誰でも自由かつ公平・平等にガス導管ネットワークを利用できるようにするこ
とが必須。

○ガス導管事業の一層の中立性の確保を図るため、導管総距離の長い大手３社（東京･大阪･東邦）
を対象に、現在認められているＬＮＧ基地事業・小売事業とガス導管事業の兼業を原則禁止する
（ガス導管事業の「法的分離」）。（大手３社を除くガス事業者については、「会計分離」を維持。）

○なお、導管会社がグループ内の小売会社を優遇して、小売競争の中立性・公平性を損なうことのな
いよう、人事や会計などについて適切な「行為規制」を講ずる。
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⑥ 導管部門の法的分離の実施と行為規制

「行為規制」の具体的内容

４．その他社名や広告などに関する措置

５．行為規制を遵守する体制整備に関する措置

１．人事等における中立性確保のための措置

２．業務委託における中立性確保のための措置

３．ファイナンス取引に関する措置



附則第７５条 政府は、全面自由化及び法的分離の後の改正法の施行の状況並びにエネルギー基本計画に
基づく施策の実施状況、需給状況、料金水準その他のガス事業を取り巻く状況について検証を行うとともに、
その結果を踏まえ、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

２ （略）

○新規参入者の存在を前提とした需要家情報システムを新たに構築する必要性等を踏まえ、小売全
面自由化は、公布の日から２年６月以内の政令で定める日（=平成29年（2017年）目途）に施行する。

○安定供給や災害時保安のためのルールやシステムを整備するための準備期間を確保する必要性
等を踏まえ、法的分離は平成３４年（2022年）４月１日に施行する。

○また、電気事業法の改正と同様、制度改革の各段階において、様々な課題について検証を行い、
課題を克服しながら改革を進める必要があるため、こうした趣旨を明らかにする検証規定を設ける。

○具体的には、①法的分離の施行前、②法的分離の施行後、それぞれのタイミングにおいて、法施
行の状況やエネルギー基本計画の実施状況、需給状況等について検証を行い、その検証結果を
踏まえ、必要な措置を講ずる旨を規定。

○また、ＬＮＧの調達並びにガス工作物の保安の確保に支障が生じないよう必要な施策の推進を行う
ことが、政府の責務である旨を規定。

ガス事業法の施行期日と検証規定等

ガス事業法に係る検証規定の概要
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附則第７５条 （略）
２ 政府は、法的分離に係る法改正後のガス事業法の施行に当たっては、ＬＮＧの調達並びにガス工作物の保
安の確保に支障が生じないよう必要な施策を推進するものとする。

ガス事業法に係る責務規定の概要

⑦ 施行期日と検証規定等



改正熱供給事業法について
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熱供給事業法改正（熱供給事業者に対する供給義務及び料金規制の撤廃） 10

○現在「許可制」としている参入規制を、「登録制」とする。

○料金規制や供給義務などの規制は撤廃する。

○ 需要家に対して十分な説明を行わないまま契約を締結する者が現れることなどにより、需要家利
益が阻害されることを防止するため、熱供給事業者に対し、①料金等の説明義務、②書面交付義
務、③苦情処理義務、④必要な供給設備の保有義務などを課す（電気事業法と同様の措置）。

○また、他の熱源（エアコン、ガスストーブ等）に容易に切り替えることができない需要家（団地の家庭
需要家等）が存在することを踏まえ、こうした需要家に対して熱供給を行う熱供給事業者に対して
は、料金規制や供給義務などの規制を経過措置として存続させる。

○公布の日から１年６月以内の政令で定める日（＝平成２８年（2016年）目途）に施行する。

○日本全国に７６事業者、１３７地点が操業中
（平成２７年８月現在）【代表的な事例】

・六本木ヒルズ地区

・東京スカイツリー地区

・品川八潮団地地区

・みなとみらい２１中央地区

一般電気事業 一般ガス事業 熱供給事業

供給区域面積※１ 100% 5.8% 0.01%
需要家数 8,466万件 2,935万件 3.6万件

事業規模※２ 18,156億円 193億円 10億円

従業員数※２ 12,929人 154人 17人
※１ 日本の国土面積に占める割合 ※２ 一供給区域当たり

熱供給事業は、一般電
気事業や一般ガス事業
とは異なり、地域の限ら
れた、地点型の事業。

① 熱供給事業者に対する規制の合理化

② 需要家を保護するための措置

③ 施行期日



施行期日について
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自由化に先立って
託送供給約款の

認可が必要

自由化に先立って
託送供給約款の

認可が必要

施行期日の全体像

【電力】

【都市ガス】

【熱】

【規制組織】

平成27年
（2015年）

平成28年
（2016年）

平成29年
（2017年）

平成32年
（2020年）

平成34年
（2022年）

第１段階
（広域機関創設） 第２段階

（小売全面自由化）

第３段階（送配電部門
の法的分離）

熱供給事業
の自由化

導管部門の
法的分離（大手３社）

ガスの小売
全面自由化

新規制組織

の創設（電力の
業務の開始）

ガス・熱の
業務を追加

措置済み
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4月1日

9月1日（予定）

4月1日

4月1日



 前頁のとおり、導管部門の法的分離の施行期日は、「平成３４年４月」であることから、本小委員会においては、
まずは、平成２９年の施行を目途とするガスの小売全面自由化に加え、平成２８年の施行を目途とする改正熱
供給事業法に係る詳細制度設計を進めていくこととしてはどうか。

 また、電気の小売全面自由化に係る主要スケジュールは次頁のとおりであるところ、ガスの小売全面自由化に
おいても、ガス小売事業の事前登録申請を認めたり、現在の一般ガス事業者に対して託送供給約款の事前認
可申請を義務付けるなど、電気と基本的な手続きの流れは同じであることから、今後の検討を進めるに当たっ
ては、小売全面自由化施行前に対応が必要となるガス小売事業に係る論点や託送供給制度に係る論点等か
ら優先的に議論することとしてはどうか。

今後の検討の進め方 13

【Ⅱ】一般ガス導管事業及び特定ガス導管事業関係
（１） 一般ガス導管事業及び特定ガス導管事業の定義について

（２） 託送供給制度について

（３） 承認事業者制度について

（４） 同時同量制度について

（５） 一般ガス導管事業者及び特定ガス導管事業者の供給計画について

（６） ガス導管事業者の導管接続等に係る努力義務について

（７） 最終保障供給について

【Ⅳ】その他
（１） ガス導管の整備促進措置について

① 需要調査費を託送料金で回収する仕組など、ガス導管の整備を促進するための

託送供給制度の在り方をどうするか。

② 全体最適的な導管整備方針の内容をどうするか。

（２） 二重導管規制について

（３） 新規参入者の存在を前提とした需要家情報システムについて

（４） 卸料金等の取引条件の監視について

（５） 施行時期について

（６） いわゆる３社提案について

【Ⅴ】熱供給事業法関係

（１） 熱供給事業者の登録申請について

（２） 熱供給事業者の登録の拒否について

（３） 熱供給事業者の変更登録について

（４） 熱供給事業者の事業休廃止について
（５） 熱供給事業者の説明義務・書面交付義務について
（６） 熱供給事業者の供給力確保義務について
（７） 経過措置料金規制について
（８） 施行時期について

【Ⅰ】ガス小売事業関係

（１） ガス小売事業者の登録申請について

（２） ガス小売事業者の登録拒否・登録取消について

（３） ガス小売事業者の変更登録・事業休廃止について

（４） ガス小売事業者の供給力確保義務について

（５） ガス小売事業者の供給計画について

（６） ガス小売事業者の説明義務・書面交付義務について

（７） ガス小売事業者の業務改善命令について

（８） 経過措置料金規制について

【Ⅲ】ガス製造事業関係
（１） ガス製造事業者の定義について

（２） ガス製造事業者の届出事項について

（３） ガス製造事業者のガス受託製造約款について

※赤字で囲った論点は、特に優先して議論すべき論点。（４） ガス製造事業者の情報公開について

（５） ガス製造事業者の製造計画について



平成27年 平成28年

7/31 8/3 12/28 4/1

②現在の一般電気事業者による託
送供給等約款の認可申請期限

③小売電気事業に係る事前登録申請の受付開始

④現在の一般電気事業者による
最終保障供給約款・離島供給約款
の届出期限

①小売全面自由化の開始

 電気の小売全面自由化を実施するための改正電気事業法は、昨年６月１８日に公布された。

 小売全面自由化の施行日は、公布後２年６月以内の政令で定める日と規定されているところ、本
年６月３０日（火）の閣議において、来年４月１日から施行することを閣議決定（①）。

 また、以下の②③④のスケジュールについても併せて閣議決定されたところ。

＜上記のスケジュールに関連して、整備を進めている主な省令＞
（②に関連するもの）
 託送供給等約款で設定する託送供給等約款料金の算定に関する省令（公布済み）
→託送供給料金の算定方法などを定めるもの。

（③に関連するもの）
 小売電気事業の登録の申請等に関する省令（公布済み）
→登録申請書の様式や、説明義務の具体的内容などを定めるもの。

【注１】④についても、今後、最終保障供給約款等に記載すべき事項などを定める省令を整備する予定。
【注２】①についても、今後、発電事業者の要件などを定める省令を整備する予定。

＜参考＞電気の小売全面自由化に係る主要スケジュール 14


